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答 申 案 件 の 概 要

件 名 公安委員会による苦情申し立て「不受理」事件に関する文書についての一部開示決定処分に対する審査請求

（情報公開・個人情報保護審査会答申第21号）

経 開示請求年月日 平成24年12月６日 審査請求年月日 平成25年３月18日 担 開 示 決 定 等 警察本部警務部監察課

当

緯 開示決定等年月日 平成25年２月19日 諮 問 年 月 日 平成25年４月18日 課 審 査 請 求 公安委員会

対 象 行 政 文 書 県を被告とする損害賠償請求事件に係る次の文書（以下「本件行政文書」という。）

１ 公安委員会定例会議資料の該当頁（以下「本件行政文書１」という。）

２ 訴状受理報告に係る起案文書（件名：訴状の送達について）（以下「本件行政文書２」という。）

３ 争訟事件発生票の送付に係る起案文書（件名：争訟事件発生票の送付について)（以下「本件行政文書３」という。）

４ 知事部局合議に係る起案文書（件名：損害賠償請求事件に対する応訴方針について）（以下「本件行政文書４」という。）

本 件 処 分 の 内 容 一部開示決定

（不開示部分）

１ 次に掲げる部分（以下「本件情報１」という。）

(1) 本件行政文書１のうち、「原告の氏名及び住所」

(2) 本件行政文書２、本件行政文書３及び本件行政文書４のうち、「原告の氏名、印影、郵便番号、住所、居所、電話番号及び職業」及び「原告の家族、住居等の具体

的状況」

２ 次に掲げる部分（以下「本件情報２」という。）

本件行政文書４のうち、「訴訟に対する被告側の事実関係、争点、答弁等の方針に関する部分」

（不開示理由）

１ 本件情報１ 青森県情報公開条例（平成11年12月青森県条例第55号。以下「条例」という。）第７条第３号（個人情報）該当

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）

又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであり、同号ただし書イ、ロ及びハのいずれにも該

当しないものであるため。

２ 本件情報２ 条例第７条第７号（事務事業情報）該当

応訴に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審 査 請 求 の 趣 旨 本件情報１及び本件情報２について開示することを求める。

審 査 会 の 結 論 青森県警察本部長（以下「実施機関」という。）は、審査請求の対象となった一部開示決定処分において不開示とした部分のうち、次に掲げる部分を開示することが妥当

である。

１ 本件行政文書２の９枚目の35行目の32文字目及び33文字目

２ 本件行政文書３の３枚目の49行目の32文字目及び33文字目、11枚目の35行目の32文字目及び33文字目並びに16枚目の49行目の32文字目及び33文字目

３ 本件行政文書４の３枚目の35行目の２文字目及び３文字目並びに15枚目の35行目の32文字目及び33文字目
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審査会の判断要旨

１ 条例第７条第３号該当性について

(1) 条例第(1) 条例第(1) 条例第(1) 条例第７７７７条第条第条第条第３３３３号本文該当性号本文該当性号本文該当性号本文該当性

ア 実施機関は、本件情報１のうち次に掲げる部分について、「原告の住居等の具体的な状況」であり「個人に関する情報」に該当するとして不開示とした。

(ｱ) 本件行政文書２の９枚目の35行目の32文字目及び33文字目

(ｲ) 本件行政文書３の３枚目の49行目の32文字目及び33文字目、11枚目の35行目の32文字目及び33文字目並びに16枚目の49行目の32文字目及び33文字目

(ｳ) 本件行政文書４の３枚目の35行目の２文字目及び３文字目並びに15枚目の35行目の32文字目及び33文字目

イ しかし、当審査会当審査会当審査会当審査会がががが本件行政文書本件行政文書本件行政文書本件行政文書をををを見分見分見分見分したところしたところしたところしたところ、、、、当該不開示当該不開示当該不開示当該不開示としたとしたとしたとした部分部分部分部分はははは「「「「原告原告原告原告のののの住居等住居等住居等住居等のののの状況状況状況状況」」」」をををを直接的直接的直接的直接的にもにもにもにも間接的間接的間接的間接的にもにもにもにも示示示示すすすす記載記載記載記載ではなくではなくではなくではなく、、、、これをこれをこれをこれを開示開示開示開示したとしてもしたとしてもしたとしてもしたとしても、、、、これによこれによこれによこれによ

りりりり原告原告原告原告のののの住居等住居等住居等住居等のののの状況状況状況状況をををを推測推測推測推測されることにはつながらないとされることにはつながらないとされることにはつながらないとされることにはつながらないと認認認認められためられためられためられた。。。。よってよってよってよって、、、、当該不開示当該不開示当該不開示当該不開示としたとしたとしたとした部分部分部分部分はははは、、、、「「「「原告原告原告原告のののの住居等住居等住居等住居等のののの具体的具体的具体的具体的なななな状況状況状況状況」」」」とはとはとはとは言言言言えずえずえずえず、、、、「「「「個人個人個人個人にににに関関関関するするするする情報情報情報情報」」」」にににに該当該当該当該当しししし

ないものとないものとないものとないものと認認認認められめられめられめられ、、、、条例第条例第条例第条例第７７７７条第条第条第条第３３３３号本文号本文号本文号本文にににに該当該当該当該当するものとはするものとはするものとはするものとは認認認認められないめられないめられないめられない。。。。

ウ 一方、本件情報本件情報本件情報本件情報１のうち１のうち１のうち１のうち、、、、アの(ｱ)から(ｳ)までにアの(ｱ)から(ｳ)までにアの(ｱ)から(ｳ)までにアの(ｱ)から(ｳ)までに掲掲掲掲げるげるげるげる部分以外部分以外部分以外部分以外のののの部分部分部分部分についてはについてはについてはについては、、、、「「「「個人個人個人個人にににに関関関関するするするする情報情報情報情報」」」」でありでありでありであり、、、、かつかつかつかつ、、、、「「「「特定特定特定特定のののの個人個人個人個人をををを識別識別識別識別することができるものすることができるものすることができるものすることができるもの」」」」にににに該当該当該当該当するものとするものとするものとするものと

認認認認められためられためられためられた。。。。よってよってよってよって、、、、当該部分当該部分当該部分当該部分はははは、、、、条例第条例第条例第条例第７７７７条第条第条第条第３３３３号本文号本文号本文号本文にににに該当該当該当該当するものとするものとするものとするものと認認認認められるめられるめられるめられる。

エ 以上から、本件情報本件情報本件情報本件情報１のうち１のうち１のうち１のうち、、、、アの(ｱ)から(ｳ)までにアの(ｱ)から(ｳ)までにアの(ｱ)から(ｳ)までにアの(ｱ)から(ｳ)までに掲掲掲掲げるげるげるげる部分部分部分部分はははは条例第条例第条例第条例第７７７７条第条第条第条第３３３３号本文号本文号本文号本文にににに該当該当該当該当せずせずせずせず、、、、当該部分以外当該部分以外当該部分以外当該部分以外のののの部分部分部分部分はははは同号本文同号本文同号本文同号本文にににに該当該当該当該当するとするとするとすると認認認認められるめられるめられるめられる。

(2) 条例第(2) 条例第(2) 条例第(2) 条例第７７７７条第条第条第条第３３３３号号号号ただしただしただしただし書書書書イイイイ該当性該当性該当性該当性

ア 審査請求人は、本件情報１について、「民事訴訟事件の記録は誰でも閲覧できる（民事訴訟法91条１項）」などを理由として、条例第７条第３号ただし書イに該当する旨を主張している。

イ 本件行政文書２及び本件行政文書３には、県を被告とする損害賠償請求事件（以下「本件訴訟」という。）に係る訴状が含まれている。また、当該訴状には、本件情報１のほぼ全てが記

録されている。さらに、本件行政文書１は、当該訴状の内容が記録されている文書であり、本件行政文書３及び本件行政文書４には、当該訴状の内容が記録されている文書が含まれてい

る。これらの文書には、それぞれ本件情報１が記録されている。

ウ 訴状は、民事訴訟法に規定する訴訟記録であり、同法第91条第１項に規定する訴訟記録の閲覧及び同条第３項に規定する訴訟記録の謄写等の対象である。

エ しかし、民事訴訟法民事訴訟法民事訴訟法民事訴訟法（平成８年法律第109号）においてにおいてにおいてにおいて、、、、何人何人何人何人もももも訴訟記録訴訟記録訴訟記録訴訟記録のののの閲覧閲覧閲覧閲覧をををを請求請求請求請求することができるすることができるすることができるすることができる（（（（同法第91条第同法第91条第同法第91条第同法第91条第１１１１項項項項））））とはされるもののとはされるもののとはされるもののとはされるものの、、、、公開公開公開公開をををを禁止禁止禁止禁止したしたしたした口頭弁論口頭弁論口頭弁論口頭弁論にににに係係係係るるるる訴訟訴訟訴訟訴訟

記録記録記録記録のののの閲覧閲覧閲覧閲覧のののの請求請求請求請求はははは当事者等当事者等当事者等当事者等にににに限限限限られられられられ（（（（同条第同条第同条第同条第２２２２項項項項））））、、、、訴訟記録訴訟記録訴訟記録訴訟記録のののの謄写等謄写等謄写等謄写等のののの請求請求請求請求もももも当事者等当事者等当事者等当事者等にににに限限限限られるられるられるられる（（（（同条第同条第同条第同条第３３３３項項項項））））。。。。さらにさらにさらにさらに一定一定一定一定のののの場合場合場合場合にはにはにはには訴訟記録訴訟記録訴訟記録訴訟記録のののの秘密記載部分秘密記載部分秘密記載部分秘密記載部分のののの閲覧等閲覧等閲覧等閲覧等はははは当事者当事者当事者当事者にににに

限限限限られるられるられるられる（（（（同法第92条同法第92条同法第92条同法第92条））））などなどなどなど、、、、訴訟記録訴訟記録訴訟記録訴訟記録のののの閲覧等閲覧等閲覧等閲覧等をををを請求請求請求請求することができるすることができるすることができるすることができる者者者者をををを制限制限制限制限するするするする場合場合場合場合があることががあることががあることががあることが定定定定められているめられているめられているめられている。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、民事訴訟法民事訴訟法民事訴訟法民事訴訟法のののの訴訟記録訴訟記録訴訟記録訴訟記録のののの閲覧等閲覧等閲覧等閲覧等のののの制度制度制度制度においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、

一定一定一定一定のののの場合場合場合場合にはにはにはには閲覧等閲覧等閲覧等閲覧等のののの制限制限制限制限がががが認認認認められているものでありめられているものでありめられているものでありめられているものであり、、、、訴訟記録訴訟記録訴訟記録訴訟記録がががが情報公開制度情報公開制度情報公開制度情報公開制度においてにおいてにおいてにおいて、、、、直直直直ちにちにちにちに一般的一般的一般的一般的にににに公公公公にされることがにされることがにされることがにされることが許許許許されているとされているとされているとされていると解解解解することはできないすることはできないすることはできないすることはできない。。。。よってよってよってよって、、、、本件情本件情本件情本件情

報報報報１は１は１は１は、、、、「「「「法令法令法令法令のののの規定規定規定規定によりによりによりにより公公公公にされているにされているにされているにされている情報情報情報情報」」」」にはにはにはには該当該当該当該当しないしないしないしない。

オ また、審査請求人は、本件情報１について、裁判がある場合には裁判所に開廷表が張り出されること、裁判傍聴は誰でもできること、法律雑誌等掲載の判決文等で公表されることなど

を理由として、条例第７条第３号ただし書イに該当する旨を主張している。

カ しかし、裁判所裁判所裁判所裁判所にににに開廷表開廷表開廷表開廷表がががが掲示掲示掲示掲示されるのはされるのはされるのはされるのは、、、、来庁者来庁者来庁者来庁者にににに便宜便宜便宜便宜をををを図図図図るるるる目的目的目的目的によるものでありによるものでありによるものでありによるものであり、、、、そのそのそのその掲示掲示掲示掲示はははは、、、、口頭弁論口頭弁論口頭弁論口頭弁論がががが開開開開かれるかれるかれるかれる当日当日当日当日にににに裁判所裁判所裁判所裁判所のののの受付付近受付付近受付付近受付付近やややや口頭弁論口頭弁論口頭弁論口頭弁論がががが開開開開かれるかれるかれるかれる法廷付近等法廷付近等法廷付近等法廷付近等にににに

限限限限られているものであるられているものであるられているものであるられているものである。。。。またまたまたまた、、、、弁論準備期日弁論準備期日弁論準備期日弁論準備期日におけるにおけるにおけるにおける傍聴傍聴傍聴傍聴はははは、、、、裁判所裁判所裁判所裁判所がががが傍聴傍聴傍聴傍聴をををを許許許許したしたしたした者者者者にににに限限限限りできるものでありりできるものでありりできるものでありりできるものであり、、、、すべてのすべてのすべてのすべての期日期日期日期日においてにおいてにおいてにおいて裁判裁判裁判裁判のののの傍聴傍聴傍聴傍聴ができるものではないができるものではないができるものではないができるものではない。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、法法法法

律雑誌等律雑誌等律雑誌等律雑誌等にににに掲載掲載掲載掲載されるされるされるされる判決等判決等判決等判決等はははは、、、、膨大膨大膨大膨大なななな数数数数のののの判決等判決等判決等判決等のののの中中中中からからからから、、、、掲載掲載掲載掲載するするするする意義意義意義意義があるとがあるとがあるとがあると認認認認められるものがめられるものがめられるものがめられるものが選択選択選択選択されてされてされてされて掲載掲載掲載掲載されているものでありされているものでありされているものでありされているものであり、、、、しかもしかもしかもしかも、、、、掲載掲載掲載掲載されることによりされることによりされることによりされることにより個人個人個人個人のののの権利権利権利権利

利益利益利益利益がががが侵害侵害侵害侵害されることのないようにされることのないようにされることのないようにされることのないように相当相当相当相当とととと認認認認められるめられるめられるめられる措置措置措置措置がががが執執執執られたられたられたられた上上上上でででで掲載掲載掲載掲載されているものであるされているものであるされているものであるされているものである。。。。よってよってよってよって、、、、本件情報本件情報本件情報本件情報１は１は１は１は、、、、「「「「慣行慣行慣行慣行としてとしてとしてとして公公公公にされにされにされにされ、、、、又又又又はははは公公公公にすることがにすることがにすることがにすることが予定予定予定予定されているされているされているされている

情報情報情報情報」」」」にはにはにはには該当該当該当該当しないしないしないしない。

キ 以上から、本件情報本件情報本件情報本件情報１１１１（(1)（(1)（(1)（(1)のアの(ｱ)から(ｳ)までにのアの(ｱ)から(ｳ)までにのアの(ｱ)から(ｳ)までにのアの(ｱ)から(ｳ)までに掲掲掲掲げるげるげるげる部分部分部分部分をををを除除除除くくくく。。。。））））はははは、、、、条例第条例第条例第条例第７７７７条第条第条第条第３３３３号号号号ただしただしただしただし書書書書イにイにイにイに該当該当該当該当するとはするとはするとはするとは認認認認められないめられないめられないめられない。
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２ 条例第７条第７号該当性について

(1) 審査請求人は、本件情報２について、応訴に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないことを理由として、条例第７条第７号に該当しない旨を主張している。

(2) 本件行政文書４は、本件訴訟に対する応訴方針について知事部局に合議するための起案文書である。当審査会当審査会当審査会当審査会がががが本件行政文書本件行政文書本件行政文書本件行政文書４を４を４を４を見分見分見分見分したところしたところしたところしたところ、、、、本件行政文書本件行政文書本件行政文書本件行政文書４に４に４に４に記録記録記録記録されているされているされているされている本件本件本件本件

情報情報情報情報２は２は２は２は、、、、本件訴訟本件訴訟本件訴訟本件訴訟にににに係係係係るるるる訴状訴状訴状訴状のののの送達送達送達送達をををを受受受受けたけたけたけた実施機関実施機関実施機関実施機関においてにおいてにおいてにおいて検討検討検討検討したしたしたした、、、、本件訴訟本件訴訟本件訴訟本件訴訟のののの争点争点争点争点、、、、争点争点争点争点にににに関関関関するするするする答弁方針答弁方針答弁方針答弁方針、、、、応訴方針等応訴方針等応訴方針等応訴方針等にににに関関関関するするするする具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容のののの部分部分部分部分であることがであることがであることがであることが認認認認められためられためられためられた。

よってよってよってよって、、、、本件情報本件情報本件情報本件情報２は２は２は２は、、、、本件訴訟本件訴訟本件訴訟本件訴訟のののの事実関係事実関係事実関係事実関係、、、、争点争点争点争点、、、、答弁等答弁等答弁等答弁等にににに対対対対するするするする被告被告被告被告のののの方針方針方針方針にににに関関関関するするするする部分部分部分部分でありでありでありであり、、、、争訟争訟争訟争訟にににに係係係係るるるる事務事務事務事務にににに関関関関するするするする情報情報情報情報にににに該当該当該当該当するものとするものとするものとするものと認認認認められるめられるめられるめられる。

(3) またまたまたまた、、、、本件処分本件処分本件処分本件処分のののの時点時点時点時点においてにおいてにおいてにおいて、、、、本件訴訟本件訴訟本件訴訟本件訴訟はははは係属中係属中係属中係属中であることがであることがであることがであることが認認認認められためられためられためられた。。。。よってよってよってよって、、、、本件処分本件処分本件処分本件処分のののの時点時点時点時点においてにおいてにおいてにおいて本件情報本件情報本件情報本件情報２を２を２を２を開示開示開示開示するとするとするとすると、、、、現現現現にににに係属中係属中係属中係属中のののの本件訴訟本件訴訟本件訴訟本件訴訟においてにおいてにおいてにおいて、、、、本件訴訟本件訴訟本件訴訟本件訴訟のののの被被被被

告告告告であるであるであるである県県県県のののの応訴方針等応訴方針等応訴方針等応訴方針等がががが、、、、相対相対相対相対するするするする訴訟当事者訴訟当事者訴訟当事者訴訟当事者にもにもにもにも明明明明らかにされることになるらかにされることになるらかにされることになるらかにされることになる。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、県県県県のののの訴訟当事者訴訟当事者訴訟当事者訴訟当事者としてのとしてのとしてのとしての地位地位地位地位をををを不当不当不当不当にににに害害害害するおそれがあるとするおそれがあるとするおそれがあるとするおそれがあると認認認認められるめられるめられるめられる。

(4) 以上から、本件情報本件情報本件情報本件情報２は２は２は２は、、、、実施機関実施機関実施機関実施機関がががが行行行行うううう争訟争訟争訟争訟にににに係係係係るるるる事務事務事務事務にににに関関関関するするするする情報情報情報情報であってであってであってであって、、、、公公公公にすることによりにすることによりにすることによりにすることにより、、、、当該争訟当該争訟当該争訟当該争訟にににに係係係係るるるる事務事務事務事務にににに関関関関しししし、、、、県県県県のののの当事者当事者当事者当事者としてのとしてのとしてのとしての地位地位地位地位をををを不当不当不当不当にににに害害害害するおそれがあするおそれがあするおそれがあするおそれがあ

るものでありるものでありるものでありるものであり、、、、条例第条例第条例第条例第７７７７条第条第条第条第７７７７号号号号にににに該当該当該当該当するとするとするとすると認認認認められるめられるめられるめられる。

＜＜＜＜結論結論結論結論＞＞＞＞

以上のとおり、本件情報１には条例第７条第３号に該当しない情報が含まれており、また、本件情報２は同条第７号に該当する。


